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17  国内発生の高いものから列挙すれば，①狂犬病常在地で感染を受けた旅行者などが帰国後に狂犬病を発病

する，ヒトの輸入狂犬病，②狂犬病常在地で感染した動物が日本に輸入ないし密輸されたのちに発病する，

動物の輸入狂犬病，③輸入や密輸された狂犬病動物に咬まれて起こる輸入狂犬病の二次感染，④輸入狂犬病

動物が発生源となって起こる狂犬病の再流行等，がある（高山注 10 前掲書 116 頁参照）。 

18  2001（平成 13）年１月 16 日，中央省庁はこれまでの１府 22 省庁から１府 12 省庁に改編された。これに

伴い，狂犬病予防法の管轄官庁は，これまでの厚生省から厚生省と労働省を合わせた厚生労働省となった。 

19  牛，馬，めん羊，山羊，豚の狂犬病については，狂犬病予防法ではなく，家畜伝染病予防法の対象となる

（家畜伝染病予防法第２条第１項）。なお，近年話題になった口蹄疫，鳥インフルエンザ（高原性鳥インフ

ルエンザ），ＢＳＥ（伝達性海綿状脳症）などの伝染病は，この家畜伝染病予防法の対象となっている。 

20  これらの動物の他に，狂犬病の重大な感染源となりうる動物にコウモリがいる（高山注 10 前掲書 77－80

頁参照）。しかし，狂犬病予防法上対象動物とはされていない。 

21  具体的には，登録を定めた第４条，予防注射を定めた第５条，抑留について定めた第６条，公示及びけい

留命令等を定めた第 10 条，検診及び予防注射を定めた第 13 条，移動の制限を定めた第 15 条，交通のしゃ

断又は制限を定めた第 16 条，集合施設の禁止を定めた第 17 条，けい留されていない犬の抑留を定めた第

18 条，けい留されていない犬の薬殺を定めた第 18 条の２，抑留所の設置を定めた第 21 条，罰則を定めた

第 27 条（但し，第１項，第３項，第５項，第６項を除く）が対象を犬に限定した規定である。狂犬病予防

法は，全 30 条からなる法律であるが，そのうち 12 条が犬に限定した条文であることから，その４割が犬に

特化した法律であるといえる。 

22  後述する注射済登録は，本来的な意味での動物の情報管理ではない。本稿おける，動物の情報管理とは，

少なくとも，その飼養動物の名称，生年月日，性別，種類，飼養者の氏名，所在地等の情報を含む情報の

管理のことをいう。ゆえに，その飼養犬がその年度内に狂犬病の予防注射を接種したか接種しなかったか

というだけの注射済登録の情報は，上記に挙げた情報と比較すると，あくまでも補助的な情報となる。し

かし，狂犬病予防法の趣旨からすると，本来の目的に沿うのは後述する畜犬登録よりもこの注射済登録の

方であるといえ，むしろ，注射済登録を徹底させるための畜犬登録と考えるべきであろう。 

23  鑑札について，①耐久性のある材料で造られ，首輪，胴輪その他その犬が着用するものに付着させること

ができるものであること，②次に掲げる事項が記載されていること。a：「犬鑑札」の文字，b：登録番号，c：

都道府県名又は都道府県名を特定できるものとして厚生労働大臣が定める文字，数字等，d：市区町村の名

称を特定できる文字，数字等，③登録番号に掲げる事項については，識別しやすい色の文字で表示するもの

とし，日本工業規格乙 8305 に規定する 12 ポイント以上の大きさの文字を用いること，④a：15 ミリメート

ル以上の短径とし，短径と長径の比が 5 対 7となる大きさの楕円形，または，b：15 ミリメートル以上の短

辺とし，短辺と長辺の比が３対４となる大きさの長方形，と規定されている（狂犬病予防法施行規則第５条）。

以前は全国統一の様式が定められていたが，2007（平成 19）年より，上記の要件を満たす場合には，各市

区町村において自由に様式を決めることが出来るようになった。このことにより，各市区町村間で全く異な

ったデザインの鑑札が登場するようになった。また，飼養犬の所在地の変更が起こった場合，各市区町村の

鑑札のデザインが異なることもあり，これまでの鑑札と引き替えに新所在地の鑑札が再交付される（狂犬病

予防法施行令第２条の２）。 

24  この登録の主目的は，飼養者が狂犬病予防注射を飼養犬に受けさせる義務を徹底させることにある（第５

条第１項）。 

25  ほとんどの場合，この畜犬登録は，後述する注射済登録の第１回目と同時に行われる。 

26  この証明ため，飼養者は，「鑑札をその犬に着けておかなければならない」（第４条第３項）。しかし，実

際には着けている飼養犬は少ない。行政はその理由を，デザインに問題があるとみたようである。その結果，

注 23 のようなオリジナルデザインの導入につながったものと思われる。なお，鑑札を着けないと罰則があ

る（第 27 条第１項）。 

27  この義務に違反した者，つまり「第４条の規定に違反して犬（第２条第２項の規定により準用した場合に

おける動物を含む。以下この条において同じ。）の登録の申請をせず，鑑札を犬に着けず，又は届出をしな

かつた者」は，「20 万円以下の罰金に処」（第 27 条第１号）されることとなる。 

28  「第５条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず，又は注射済票を着けなかつた者」は，「20 万円以

下の罰金に処」（第 27 条第２項）されることとなる。 

29  申請には間違いなくその飼養犬が狂犬病の予防注射を受けたことを証明するものとして，獣医師が発行す

る注射済証という書面が必ず必要となり，獣医師は注射を行った際にはこの注射済証を交付しなければなら

ない（狂犬病予防法施行規則第 12 条第１項）。この書面に類似のものに 「混合ワクチン注射済証明書」（名

称はこれに限らず複数ある）がある。役所の窓口において，この注射済証明書を提示しても注射済登録はで

きない。なぜなら，混合ワクチンには狂犬病予防ワクチンは含まれないからである。注射済登録を受けるた
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めには，飼養者は間違いなく狂犬病の予防ワクチンを飼養犬に受けさせ，獣医師からこの注射済証の交付を

必ず受けなければならない。 

30  注射済票について，①耐久性のある材料で造られ，首輪，胴輪その他その犬が着用するものに付着させる

ことができるものであること，②次に掲げる事項が記載されていること。a：「注射済」の文字，b：注射実

施年度，c：都道府県名又は都道府県名を特定できるものとして厚生労働大臣が定める文字，数字等，d：市

区町村の名称を特定できる文字，数字等，③登録番号に掲げる事項については，識別しやすい色の文字で表

示するものとし，日本工業規格乙 8305 に規定する８ポイント以上の大きさの文字を用いること，④a：10

ミリメートル以上の直径と大きさの円形，または，b：10 ミリメートル以上の短辺とし，短辺と長辺の比が

１対２となる大きさの長方形，と規定されている（狂犬病予防法施行規則第 12 条第３項）。また，この注射

済票も，以前は全国統一の様式が定められていたが，2007（平成 19）年より，上記の要件を満たす場合に

は各市区町村において自由に様式を決めることが出来るようになった。このことにより，各市区町村間で全

く異なったデザインの注射済票が登場するようになった。鑑札に比べ，注射済票は年度更新であるので，鑑

札より先に自治体独自の注射済票に切り替えた市区町村が多い。 

31  この証明のため，飼養者は，「注射済票を犬に着けておかなければならない」（第５条第３項）。しかし，

実際には常時着けている飼養犬は少ない。行政はその理由を，デザインに問題があるとみたようである。そ

の結果，注 30 のようなオリジナルデザインの導入につながったものと思われる。 なお，鑑札と同様に注射

済みを犬に着けないと罰則がある（第 27 条第２項）。 

32  狂犬病予防員とは，都道府県の職員で獣医師であるもののうちから都道府県知事が任命した者である（第

３条第１項）。 

33  たとえ畜犬登録をしていても，発見時に鑑札を身に着けていなかった場合は，畜犬登録そのものをしてい

ないものとみなされる。 

34  たとえ予防注射を受けていても，発見時に注射済票を身に着けていなかった場合は，予防注射を受けてい

ないものとみなされる。 

35  ここでの飼養者の義務は，単に畜犬登録，注射 済登録のみならず，鑑札，注射済票の付帯義務まで含も

のである。 

36  発見時に鑑札または注射済票のいずれかを付帯していた場合，それらの登録内容からその犬の飼養者は明

らかになる。ゆえに，明らかになった飼養者に通知することになる。 

37  そもそも飼養されていない犬（野良犬），飼養されていたが遺棄された犬（捨て犬＝不要犬），飼養されて

いたが何らかの原因で迷子になり，鑑札，注射済票を身につけていない犬（迷子犬＝放浪犬）がこの場合に

あたる。また，飼養され登録も注射済登録もされ，鑑札も注射済票を付帯していた場合でも，登録内容が現

実と異なっている場合，たとえば飼養者が登録時の住所と異なる住所へ移転して連絡が取れない場合も所有

者の知れていないものにあたる。 

38  紛失したままにすること，つまり再交付を受けなかったことに対する罰則はない。しかし，紛失したまま

であることは，その登録鑑札なり注射済票をその飼養犬に着けていないことになる。このことは鑑札や注射

済票を犬に着けることを義務づけている第４条第３項や第５条第３項に違反していることになり，20 万円

以下の罰金が科せられることになる（第 27 条）。 

39  飼養者が，畜犬登録をし，毎年の狂犬病予防注射を欠かさず受けさせていたとしても，抑留時にそのこと

が証明されなければ全く意味をなさないことになってしまい，その犬は，野良犬同様に扱われることとなる。 

40  飼養者が，畜犬登録をし，鑑札を付帯させ，毎年の狂犬病予防注射を欠かさず受けさせ，その年の注射済

票を付帯させていたとしても，抑留時にそのことが証明されなければ全く意味をなさないことになってしま

い，その犬は，野良犬同様に扱われることとなる。 

41  例えば，すでに畜犬登録してある飼養犬を，①飼養者が異動したとき，異動先で再度畜犬登録した場合，

②使用者からその飼養犬を譲渡された者が新規に畜犬登録した場合，③飼養犬が本来の飼養者と離ればなれ

になり，その犬を保護した他の者が，飼養者としてその犬を自らの飼養犬として登録した場合，等が考えら

れる。 

42  抑留されて殺処分が行われる事例の多くは，飼養者が判明しない場合である。つまり，義務違反を問うに

も義務者が判明していないのであるから，このような罰則規定を適用できないのである。 

43  第１条の目的を達成するための主要なターゲットが犬だからとされている（青木注８前掲書 106 頁参照）。

しかし，第２条の対象動物との整合性がとれていないことには変わりがないし，説得力のある説明であると

は思えない。 

44  狂犬病予防法の目的を第 1条に定め，それを受けて第２条で対象動物を定めておきながら，第４条をはじ

めとする規定の適用を犬に限定しているのはいささか疑問が残る。 

45  第２条に掲げられている対象動物は，狂犬病に罹患する可能性のある動物である。ゆえに，そのすべて動
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物の情報を把握し，狂犬病の予防注射を受けさせることは，第１条の目的を貫徹することになる。 

46  正式名称は，「動物の保護及び管理に関する法律」であるが，本稿では通称である「動物保護管理法」に

統一して用いるものとする。また，この法律は，「動管法」と略される場合もある。この動物保護管理法は，

「日本は動物保護法を持たない文化後進国である」といった論調の外圧に押されて作られた（青木人志『法

と動物－ひとつの法学講義』〔2004 年，明石書店〕179 頁参照）。具体的には，天皇の訪英を前にして英国の

新聞等に「日本には動物愛護に関する法律はなく，犬が虐待されている」との非難記事が掲載されるなどし

た（動物愛護管理法令研究会編『改正動物愛護管理法－解説と法令・資料－』〔2001 年，青林書院〕４頁参

照）。 

47  動物保護管理法から動物愛護管理法への改正の要点は，①動物愛護，生命尊重，人と動物の共生という理

論の明確化，②飼養者責任の強化，③動物愛護推進委員，協議会制度の新設，④動物取扱業に届け出制等の

規制を導入，⑤動物の殺傷，虐待，遺棄に対する大幅な罰則の強化，の 5点である（青木注 48 前掲書 181

頁参照）。動物愛護保護法が外圧によって成立したことに対して，動物愛護管理法は，日本社会の内在的要

求に基づいていた。西洋起源の動物保護や動物福祉の考え方が，広く支持を集めるようになってきたところ

に，1997（平成９）年に神戸市内で発生した児童連続殺傷事件－いわゆる酒鬼薔薇事件－の犯人とされた少

年が，残虐な犯行を行う以前に，小動物を虐待していたことが報道され，それを契機に，動物や人間の命に

対する感受性の鈍磨を防ぐ必要性が認識されたからである（青木注８前掲書 62 頁参照）。 

48  動物愛護管理法令研究会注 46 前掲書 36 頁参照。 

49  2005（平成 17）年の改正の要点は，①動物愛護に関する基本指針や推進計画が定められるようになった，

②動物取扱業が届け出制から登録制になった，③個体識別措置の普及促進を図るようになった，④特定動物

の飼養が全国一律の許可制となった，⑤学校，地域，家庭での動物の愛護管理の普及啓発を推進する，⑥実

験動物の福祉の向上を図る，⑦罰則等の強化，の７点である（環境省パンフレット－環境省自然環境局総務

課動物愛護管理室『愛情はたっぷりと責任はしっかりと－「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され

ました－』〔2005 年，環境省〕参照）。動物実験についての倫理原則として，動物実験の「代替」（Replacement），

「削減」（Reduction），方法の「洗練」（Refinement），の３Ｒが語られており，最近ではこれに，実験者の

「責任」（Responsibility）を加えて４Ｒとされるようになっている（青木注 48 前掲書 207 頁参照）。 

50  2012（平成 24）年９月５日に，議員立法により改正され，翌 2013（平成 25）年９月１日より施行された。 

51  2001（平成 13）年１月 16 日，総理府の外局であった環境庁は環境省となった。動物保護管理法が動物愛

護管理法へ改正されたのが 1999（平成 11）年であるから，動物保護管理法の管轄官庁は総理府であったが，

動物愛護管理法の管轄官庁は省庁改編に伴い，総理府から環境省に変更されたことになる。 

52  動物愛護管理法令研究会注 46 前掲書 36 頁参照。 

53  吉田眞澄編著『動物愛護六法《第１版》』〔2003 年，誠文堂新光社〕32 頁参照。 

54  動物愛護管理法令研究会注 46 前掲書 123 頁参照。 

55  社団法人日本獣医師会『マイクロチップによる動物個体識別（動物ＩＤ）普及推進の手引き－動物適正管

理個体識別登録等普及推進事業（マイクロチップによる所有明示のための個体識別措置（動物ＩＤ）と動物

ＩＤ個体情報の登録・照会等システム）について－』〔2010 年，社団法人日本獣医師会〕2頁参照。 

56  ここでいう措置を行うことは，「自己が所有する命ある動物に対する責任」，「動物の所有者としての地域

社会に対する責任」を飼養者自身が地域社会に対し飼養者としての責任を明らかにするものである（社団法

人日本獣医師会注 55 前掲書５頁参照）。 

57  具体的には，愛玩動物（ペット）や伴侶動物（コンパニオンアニマル）として家庭で飼われている動物や

学校等で飼われている動物で鳥類，哺乳類，爬虫類に属するものをいう（環境省パンフレット－環境省自然

管理局総務課動物愛護管理室『家庭動物等の飼養及び保管に関する基準のあらまし』〔2002 年，環境省〕参

照）。 

58  約 650 種（哺乳類，鳥類，爬虫類）が選定されている（環境省パンフレット－環境省自然管理局総務課動

物愛護管理室『特定動物（危険な動物）を飼われている方へ』〔2006 年，環境省〕参照）。 

59  環境省パンフレット－環境省自然環境局総務課動物愛護管理室『マイクロチップを知っていますか?』

〔2008 年，環境省〕参照。 

60  社団法人日本獣医師会注 55 前掲書６頁参照。 

61  注 59 前掲パンフレット参照。 

62  電子タグを用いたシステム。電子タグは， Suica や PASMO といったＩＣカードをはじめとして，広く利

用されている（社団法人日本獣医師会注 55 前掲書 32 頁参照）。 

63  注 59 前掲パンフレット参照。この個体識別の中には，その飼養動物の飼養者についての情報も含まれる。 

64  痛みは普通の注射と同程度で，鎮静剤や麻酔薬は必要とはならない。また，犬の場合は生後２週間後，猫

の場合は生後４週間後頃から埋め込みが可能となるといわれている。また，１度体内に埋め込むと，脱落し
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たり，消失したりすることはほとんどなく，データが書き換えられることもないため，確実な身元証明とな

る（注 59 前掲パンフレット参照）。 

65  動物の安全で確実な個体識別の方法として，ヨーロッパやアメリカをはじめ，世界中で広く飼養されてお

り，日本でも，近年犬や猫などの愛玩動物を中心として利用者が急増している（注 57 前掲パンフレット参

照）。 

66  マイクロチップの装着は獣医療行為だから必ず獣医師に施術してもらう必要がある。費用は，動物の種類

や動物病院によって異なるが，犬や猫の場合は数千円程度である（注 59 前掲パンフレット参照）。 

67  特定動物を使用する場合は，この他に住所地の都道府県又は政令市にマイクロチップの番号等を報告する

必要がある（注 59 前掲パンフレット参照）。 

68  ＡＩＰＯのデータベースへの登録は飼養者が行う。登録料は 1,000 円である（注 57 前掲パンフレット参

照）。また，登録情報の変更は，飼養者がＡＩＰＯへ届け出ることによって行う。 

69  1948（昭和 23）年設立。公益財団法人日本動物愛護協会は，「動物の命を守る活動」，「動物を知ってもら

う活動」，「社会への提言活動」，の３つの活動を行っている。 

70  1957（昭和 32）年設立。公益社団法人動物福祉協会は，動物を虐待から守り，あらゆる「いのち」にや

さしい社会を築いていくための活動を行っている。 

71  1979（昭和 54）年設立。公益社団法人日本愛玩動物協会は，動物の愛護及び適正な飼養管理に関する知

識等の普及啓発のための活動を行っている。 

72  1948（昭和 23）年設立。 

73  施設に保管する犬，猫等の動物のことをいう。つまり，都道県等が収容した引取り動物や負傷動物のこと。 

74  収容施設にも収容制限があるため，次から次へと引取り動物や負傷動物を収容するわけにはいかない。ゆ

えに，収容頭数を減らす必要がある。また動物たちは生き物であるため多くを収容するにはそれなりの費用

もかかる。以上のような理由から，これらの動物たちは殺処分されることになる。かつては，わずか２日間

の公示の後，これらの動物たちを殺処分している行政機関が多くあったが，近年では，できる限り長い期間

収容する方向に推移している。 

75  この指針における対象動物とは，第 44 条第４項に定める愛護動物，つまり人が占有している哺乳類，鳥

類，爬虫類をいう。 

76  殺処分動物とは，「対象動物で殺処分されるもの」（動物の殺処分方法に関する指針第２（２））をいう。 

77  この点，狂犬病予防法では，第６条第９項の場合，つまり抑留した犬の所有者が判明せず引取られない場

合の処分，第 10 条，第 18 条第１項，同条第２項，第 18 条の２第１項の場合，つまり狂犬病発生時におけ

る都道府県知事のけい留命令にもかかわらずけい留されていない犬を抑留するにあたり，この抑留が著しく

困難な事情があると認めるときを，犬を殺処分することができる場合として規定している。この他，動物愛

護管理法に直接の根拠がないので，殺処分条項を有する狂犬病予防法に直接の根拠を求めるよりほかはない

であろう。 

78  猫も狂犬病予防法第２条第２項において対象動物とされているが，殺処分根拠条文とされているものは，

あくまでも犬について規定しているのであって， 猫については規定していない。つまり，猫の殺処分につ

いて狂犬病予防法は根拠法とはなり得ないのである。また，動物愛護管理法においては，猫は犬と同様に扱

われているので，猫の殺処分に関しても犬の殺処分についてと同様，直接的な根拠とはなり得ない。但し，

国の法令上存在しないのであって，都道府県や市区町村の条例レベルでは根拠規定が存在するものと思われ

る。 

79  社団法人日本獣医師会注 55 前掲書２頁参照。 

80  飼養犬の場合は，狂犬病予防法によって登録が義務づけられており，畜犬登録があくまで原則である。動

物愛護管理法による方法はあくまでも任意である。反対にいえば，動物愛護管理法による方法で登録してい

たとしても，狂犬病予防法に基づく畜犬登録をしていなければ，罰則を科せられる（第 27 条第１項）。ゆえ

に，飼養犬の飼養者は，狂犬病予防法における登録をしている場合，わざわざマイクロチップによる登録を

する必要はなくなる。マイクロチップによる方法は，マイクロチップという器具を大切な家族の一員である

飼養動物の体内に埋め込むので，まだその行為自体に躊躇している飼養者の数は少なくはないようであるが，

それでも，各団体の働きのおかげで年々マイクロチップの装着率は上がってきている。 

81  各保健所はリーダーを数台保有している。また，確約書の所管部署においてもリーダーを所有している。

リーダー自体は，所有者情報等がわかることから広く流通させることには抵抗があるかもしれない。しかし，

その動物がマイクロチップを装着しているかどうかだけがわかるような簡易なリーダーについてはもっと

流通させるべきであろう。 

82  現状では，猫は狂犬病予防法第６条１項の抑留の対象動物ではないのに，動物愛護管理法第 35 条第１項

の引取り動物として都道府県等に引き取られた場合は抑留され，最終的に殺処分されている。また，犬につ
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いても狂犬病予防法第６条第１項の義務違反がないにもかかわらず，動物愛護管理法第 35 条 1項の引取り

動物として都道府県等に引き取られた場合は抑留され，最終的には殺処分されている。しかしながら，狂犬

病予防法第６条第９項を狂犬病予防の目的以外の場合にまで準用し，このような殺処分の根拠とすべきでは

ない。 

83  青木貢一『小さな命を守る法律，知っていますか？－「動物の愛護及び管理に関する法律」について』〔2008

年，どうぶつ出版〕61 頁参照。 
84  「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置」には，処分が殺処分のみではないことが規

定されている（第４）。しかし，多くの自治体では，譲渡や返還といった殺処分以外の処分に比べ，処分の

大部分を殺処分が占めている。これに対し，後述する熊本市動物愛護センターは殺処分ゼロを目標に殺処分

以外の処分を中心にしている。このような熊本市動物愛護センターの殺処分ゼロへの取り組みは熊本方式と

呼ばれ大いに注目されている。 
85  同一自治体に譲渡人，譲受人の双方がいる場合には，従来通りで問題とはならない。 

86  たとえば，ある甲という自治体で，別の乙という自治体の鑑札を着けた飼養犬が発見された場合，甲自治

体の職員は，その飼養犬の鑑札を見て，どの自治体に登録されている飼養犬か確認し，乙自治体に連絡を取

り，確認をし，乙自治体の職員が飼養者にこの飼養犬発見の連絡をする。各自治体固有の情報であるので，

どうしてもこのような手間がかかる手続きを踏まなければならない。もし，情報をオンラインで共有してい

れば，甲自治体の職員は端末に鑑札の情報を入力し，直接飼養者に連絡を取ることが可能になる。 

87  関雅信「電子政府の現状と課題－電子国家への道－」堀部政男編著『インターネット社会と法《第２版》』

〔2006 年，新世社〕57 頁参照。具体的には，国民に情報通信技術を利用できる環境を整備すること，国民

の利便性向上を目ざした行政サービスを提供すること，行政事務の電子化をすることとされる。国や自治体

への届け出申請などの行政手続きをインターネット上で行うことができるようになり，役所に足を運ぶ手間

が省けるようになる。また，行政側も事務の効率化が期待できる。 

88  住基ネットとは，住民票記載事項のうち本人確認情報（氏名，生年月日，性別，住所，住民票コード，及

びそれらの情報の変更履歴）を一元的に管理するネットワークシステムのことをいう（右崎正博「住基ネッ

トとプライバシー」田島泰彦＝斉藤貴男＝山本博編『住基ネットと監視社会』〔2003 年，日本評論社〕60

頁参照）。 
89  この終生飼養，つまり，飼養動物を無責任に遺棄したりすることがないようにすることは，適正飼養の代

表格ともいえる。適正飼養にはこの終生飼養の他に，無駄吠えをさせないことをはじめとするしつけの問題

や，必要以上に繁殖をさせない等の個体数の調整の問題も当然含まれるが，この無責任な飼養者による遺棄

の問題が最大の問題であるといえる。なぜならこの問題は動物たちのいのちに直結する問題だからである。

この問題は動物たちが殺処分されるかどうかという問題なのである。環境省は，2013（平成 25）年度の『動

物愛護ポスター』に，「出会えたいのちを『終生』大切に」という言葉を用い終生飼養を呼びかけている。

このポスターは，2013（平成 25）年９月１日の改正動物愛護管理法の施行に向け，改正法に盛り込まれた

「終生飼養」」（動物がその命を終えるまで適切に飼養すること）をキーワードとして，主に犬や猫の飼い主

に対しての「終生飼養」の周知徹底を図ることを目的として制作され，全国の地方自治体に配布された。 
90  飼養動物を遺棄した場合は，動物愛護管理法第 44 条第３項により，100 万円以下の罰金に処せられるが，

遺棄された動物を保護した場合，それが誰によって遺棄されたかは判明しない場合の方が多い。その場合，

上記の罰則は科せられない。誰が遺棄したかわかるためには，動物個体識別情報の管理を適正にしておく必

要がある。 

91  2012（平成 24）年改正前は 50 万円以下の罰金。 
92  動物愛護管理法第 35 条第 1項の規定はあくまでも行政機関が一時預かりをする規定であると解釈できな

くはない。なぜなら，引取り動物は必ずしも殺処分をされるわけではなく，新たな飼養者が見つかった動物

は譲渡されるのだから，前飼養者は捨てたのではないと考えるのである。しかしながら，もし新たな飼養者

に譲渡するのが目的であれば，自ら新たな飼養者を探すべきであって，殺処分施設を有する行政機関に引き

取らせるべきではない。殺処分施設を有する機関に引き取らせることは遺棄と同視すべきであろう。 
93  このような削除や改正を待たずに，明らかに遺棄と同視しうるものに対しては，厳しい態度に望むことは

できないだろうか。たしかに第 35 条第１項は，動物の引取りを都道府県等に義務付けている。しかし，一

方で動物愛護管理法第 44 条第３項は，動物を遺棄した者への罰則を科している。であるならば，この第 44

条第３項をたてに，安易に引き取らない態度をとることも可能なのではなかろうか。つまり，引取るには引

取るが，遺棄に当たる場合には同時に罰則を適用することによって安易な持ち込みを抑止するのである。一

方，第 35 条第２項の引取り動物に関しては残すべきである。なぜなら，第１項の場合は飼養者が自ら飼養

している動物を持ち込むのに対して，第 2項の場合は自らに何ら関係なく保護した動物を持ち込むからであ

る。つまり，第２項の場合には飼養者責任という概念は存在しないからである。 
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94  環境省 web サイト「（参考）平成 16～25 年度の犬・猫の引取り状況」『統計資料 「犬・猫の引取り及び負

傷動物の収容状況」』参照（2015 年１月 20 日確認）。

http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/statistics/dog-cat.html 

95  ペットブームの中ペットとしての動物は増加しているが，街で野良犬を見かけることは少なくなった。こ

こでいう動物の減少は野良犬等の家庭内で飼養されていない動物を示す。 

96  この取り組みの詳細については，片野ゆか『ゼロ！－こぎゃんかわいか動物がなぜ死なねばならんと？－』

〔2012 年，集英社〕33－39 頁参照。 

97  この取り組みの詳細については，片野注 96 前掲書 39－40 頁参照。 

98  この取り組みの詳細については，片野注 96 前掲書 44－64 頁参照。 

99  この取り組みの詳細については，片野注 96 前掲書 90－100 頁参照。 

100  この取り組みの詳細については，片野注 96 前掲書 98 頁参照。 

101  この取り組みの詳細については，片野注 96 前掲書 98 頁参照。 

102  この取り組みの詳細については，片野注 96 前掲書 122－124 頁参照。 

103  この取り組みの詳細については，藤崎童士『殺処分ゼロ－先駆者・熊本市動物愛護センターの軌跡－』〔2011

年，三五館〕34 頁から 37 頁参照。 

104  この取り組みの詳細については，片野注 96 前掲書 124 頁－131 頁参照。 

105  この取り組みの詳細については，片野注 96 前掲書 134 頁－148 頁参照。 

106  この募集広告は地元紙である『熊本日日新聞』の情報欄「くまにちタウンパケット」に「期限付きの命」

のタイトルで掲載されている。この取り組みの詳細については，片野注 96 前掲書 160－162 頁参照。 

107  この取り組みの詳細については，片野注 96 前掲書 178 頁から 190 頁参照。 

108  この取り組みの詳細については，片野注 96 前掲書 192－212 頁及び 238 頁－249 頁参照。 

109  ペット防災について備えておくべきものについては，拙稿「ペットの保護と情報管理」地域マネジメント

学会『地域・マンションの防災スタンダードブック』〔2012 年，大成出版社〕43－45 頁参照。また，その他

の準備や緊急時の対応については，藤村晃子『震災ペットを救う－3.11 から学ぶ「ペット防災学」－』〔2012

年，長崎出版〕112－131 頁参照。 

110  この登録は，御犬毛付帳によって行われた。この御犬毛付帳には，犬の毛色や数，飼養者，飼養開始年月

日，野犬の毛色や数まで書き上げられていた。犬が死んだ場合にはその時々に検視を受け，飼養を開始した

場合にも御犬毛付帳に記載しておき，折々に提出することになっていた（根崎光男『生類憐れみの世界』〔2006

年，同成社〕116 頁参照）。しかし，罰則があまりにも厳しかったので，人々は犬と関わることをやめ，飼

養犬自体が少なくなり，江戸の町には野良犬が増加した（高山注 10 前掲書５頁参照） 。 

 

(2015 年 1 月 30 日受付，2015 年 2 月 4 日受理) 
 


